
「不登校及び配慮を必要とする児童生徒への早期支援（初期対応フロー）」の手順 

長岡市教育委員会  
令和６年３月  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

学校に登校して、教室に入ることができる 

学校には登校できるが、教室に入れない 
 
○校内対策組織にて支援方針、支援策の再検討 

○保護者、児童生徒と面談し、支援策の再検討、児

童生徒の自立に向けた意思確認を実施 

学校への登校がほとんどできない 
 
○多様な学びの場の確保に向けて、保護者や児童生

徒の意向を確認し、関係機関との連携 

○定期的な家庭訪問の実施 

「回復を援助するかかわり方チェックリスト」 

 【教育支援教室】  
〇自分で決めたスケジュールにも

とづき、学習や活動する場 

・フレンドリールーム 

・日だまりルーム（小国） 

・はまちゃんルーム（寺泊） 

・やまびこルーム（栃尾） 

【学習面の支援】  
○放課後等の補習教室の活用 

〇タブレットの活用 など 

【居場所づくり】 
 
○居場所の確保 

・保健室や別室など、教室以外の

落ち着ける居場所を確保 

○校内教育支援教室の充実 

・個の状態に応じて過ごせる安心

できる居場所での支援の充実 

 

【登校支援】  
○好きな教科、行事やイベント、部

活動のみの登校など、部分的な登

校を検討 

○放課後や長期休業中の登校を促す 

など 

【個の状態に応じた連携】 
 
〇養育・発達・虐待・貧困・心身の

不調など、必要に応じた支援 
 
□子ども家庭センター 

□要保護児童対策連絡協議会 

□児童相談所 

□医療機関 

□福祉機関 など 

○「魅力ある学校」づくり 
○「授業イノベーション」を基にした授業づくりと学級づくり 
○ 心の通う人間関係づくり（児童生徒同士、児童生徒や保護者との信頼関係の構築）   

【未然防止②】前兆段階 
 

＝心のサイン（例）＝ 

□頭痛、腹痛を訴える 

□遅刻、早退が多い 

□表情が暗い など 

□一人でいることが多い など 

 

学年主任（担当者）に相談 

・生活指導・生徒指導・不登校担当者に相談 

・校長・教頭に報告 

教職員間で情報共有 

・日頃の教務室での会話 

・学年会や児童生徒の情報交換会 

・生活指導部会（教育相談部会） 

・定期の職員打ち合わせ など 

【未然防止①】 

不適応を生みにくい 

学校づくり 

行動観察のポイント 
 

●表情や行動の様子は？  ●学習のつまづきは？ 

●友人関係トラブルは？  ●教師に対する不信感？ 

●生活リズムの乱れは？  ●家庭環境の変化は？ 

【早期対応】初期段階① 
 
欠席 1日～４日（連続） 

 
（欠席が継続し始めた段階） 

 

●具体的な悩みを抱えているか

も 

●頭痛や腹痛による欠席は心の

サインかも 

●先生の電話や訪問を受け、安

心して休み、また登校できる

かも 

 

 

【早期支援】初期段階② 
 
欠席７日以上 

 
（1か月間で通算７日に達した

段階） 
  
●悩みが深刻化し、心身のバラ

ンスを崩しているかも 

●様々なストレスを抱えている

かも 

家庭に電話連絡 

・保護者、本人と話す 

・学年主任、養護教諭、生活（生徒）指導担当等に報告 
 

家庭訪問 

・保護者、本人と会い、話す 

・管理職に報告 

支援方針・支援体制の確立 

（役割分担・行動連携） 

○支援方針（学力面、心理面、情緒面、医療面、 

生活面など）と具体的な支援策の検討 

・支援策の共有、調整を行うため保護者と面談 

○支援体制の検討 

・校内協力体制の整備 

・専門家による支援の検討 

【タブレット活用】  
〇学校以外の場所におけるタブレッ

トの活用 

【民間フリースクール等の利用】 

【ほっとルーム】  
〇やりたいことを自分で決めて過

ごす居場所 

【訪問支援】  
〇訪問支援員やＳＳＷの等による

アウトリーチ支援 

 
○子ども・青少年相談センター 

（不登校相談）３２－３６６３ 
 
・児童生徒のアセスメント 

・相談からワンストップで支援へ 

保護者・関係機関との連携 
 
○子どもふれあいサポートチーム 

○自立支援コーディネーター 

○ＳＳＷ  ○訪問支援員 

【児童生徒の状態】 【学校における支援内容】 

・アンテナ感度ＵＰ⤴ 

・担任で抱えず、組織で情報共有 

本人、保護者とのつながりが大切！ 

※ あくまでも基本的な支援の手順を示したものです。個の状態に応じた支援体制の構築が大切です。 

※ 「不登校児童生徒の多様な学びの保障」の観点から、「指導要録上の出席扱いに係るガイドライン」によるサポートをお願いします。 

ケース会議 
 
○情報共有・支援方針の検討 

・「状態像チェックリスト」による見立て 

・児童生徒との面談、保護者との情報共有、 

校内対策組織での情報共有と第一方針設定 

・ＳＣや特別支援Ｃｏなどの専門家による 

面談や行動観察 

【１日目】 

【２日目】 

 

【３日目】 
 

【４日目】 

以降～ 
 

※学校教育課に 

相談 

この段階で、報告相談を！ 
 

○学校教育課学校支援係  

３９－２２４９ 
 
・児童生徒の状態の情報共有 

・学校での支援策を検討 

【通算７日】 

※欠席月例報告 

を学校教育課 

に提出 

※新規の報告は 

学校教育課に 

連絡 
 

【心理面の支援】 
 
○スクールカウンセラーとの

連携 

○養護教諭との連携 など 

【情緒面の支援】  
○特別支援教育部との連携 

○通級指導教室との連携 

          など 

深刻化・長期化 

学校での支援 

「明らかな体の不調（発熱・けが等）

ではない欠席」が４日間続いた状態 

・本人の気持ちや思いを傾聴 

＝自分を理解してくれる安心感 

・児童生徒、教師、保護者の信頼

関係づくり 

関係機関等での支援 

【欠席０日】 

 

あれ？ 

少しちょっと様

子が気になる!? 

・早期の相談、支援 

⇒児童生徒や保護者の心の安定 

⇒個々の状態に応じた支援 

新規に通算７日に

達した状態 

社会的な自立 
「自分づくり」を支援 

・保護者と 
連携した取組 

※ 参考資料１
参照 

※  
参考資料２ 

※ 参考資料３ 

「状態像チェックリスト」 

※ 参考資料４ 

学校の情報が伝わることが大切！ 
 

参考資料 1～4 ＱＲコード https://x.gd/aqYLb 


